国際海上物品運送法
高橋宏司
1. 総説
個品運送契約
船荷証券の裏面に印刷された約款
経済的に強い立場にある運送人が自己に有利な条件
1924年の船荷証券統一条約（ハーグ・ルール）
国内法として国際海上物品運送法　　平成4年改正は、ハーグ・ルールを改正する1979年議定書の批准に伴う。1979年議定書を批准すれば、1968年議定書(ハーグ・ヴィスビー・ルール「1968年２月23日の議定書によって改正された1924年８月25日の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約を改正する議定書」)の批准の効果も有する。

運送人の免責事由を制限し、運送人の責任の最低限度を定めた。
傭船契約

ハーグ・ルールは適用されない。
国際海上物品運送法は適用の対象から除外していない。
2. 国際私法との関係
外航船による運送のみに適用され、国内運送（商法の規定が適用される）には適用されない（１条）。

「船積港又は陸揚港が本邦外にある」　船籍港及び陸揚港が本邦外にある場合も含む。

１条の規定する適用範囲にある運送に対しては、国際海上物品運送法が直接適用されるのか、それとも国際私法（法の適用に関する通則法７条以下）により当該運送契約の準拠法が日本法となる場合に同法が適用されるのか。

準拠法にかかわらず､同法が直接適用されるとする説


理由　運送人の責任の最低限度を強行的に定めるという船荷証券統一条約の目的(国際海上物品運送法15条１項も参照)。

国際私法により日本法が準拠法になる場合に適用があるにすぎないとする説

理由　同法第1条は､わが国が同条約に署名するに当たり内国沿岸貿易をわが国の法令により自由に規制する権利を留保したことから､同法が内国の海上運送に適用されないことを明らかにするために設けられたものであり、事項的適用範囲を規定するにすぎない。

もっとも、当事者が指定した準拠外国法の適用結果と国際海上物品運送法の適用結果との違いが著しく大きく、当事者間の公平に著しく反するときは､その限りで公序(法の適用に関する通則法42条。国際海上物品運送法15条１項も参照)によって当該準拠法の適用が排除される可能性はある。
判例

東京高判昭和44年2月24日　

〔事実〕

荷送人Aは､運送人Y(日本法人)との間にプラスター80袋等をイタリアよりリベリアまで海上運送する運送契約を締結し､Yは右運送品につき(おそらくイタリアにおいて)船荷証券を発行した。その後同船荷証券はBに移転したが、陸揚後同貨物の一部が滅失・損傷していることが発見された。BはXとの間に右運送品につき海上保険契約を締結していたので、XはBの請求に基づき右損害を填補した上､Bの権利を代位してYに対し損害賠償の訴を提起した。

〔判旨〕「本件船荷証券には、同証券その他運送契約上の法律関係については日本法に準拠すべき旨の記載があり、リベリアンと被控訴人とがその旨合意したことについては、当事者間に争いのないところであるから、本件運送に関する紛争についての準拠法がわが国際海上物品運送法であることは明らかである。」

東京地判昭和39年6月20日「本件船荷証券において同証券その他本件運送契約上の法律関係については日本法に準拠することが合意されていることは当事者間に争いがないところであるから､右関係につき国際海上物品運送法(その他日本法)がその準拠法となる」　

その控訴審(東京高判昭和44年1月30日)も同旨。

3. 責任原則
運送品に関する義務と堪航能力に関する義務

ともに過失責任であり、運送人に無過失の立証責任。
a. 運送品に関する義務
3条1項　受取から引渡まで
i. 過失の証明責任

運送人は無過失の立証責任を負う（4条1項）。但し、運送品の滅失・損傷が運送中に生じたことの立証責任は荷主に。
荷主への再転換（4条2項）
「運送品の特殊な性質」による免責

東京地裁昭和60年8月26日判決

〔事実〕Y(運送人)は、X(荷送人)との運送契約にもとづき、山形鋼を東京港から英国まで海上運送した。本件山形鋼には、船積前から鋼材に通常生じる錆が存在していたが、荷揚げされた本件山形鋼には、吹出物のように腐食した甚だしい赤錆等が発生していた。Xは、その原因は、船倉内に存在した前の航海の貨物であった燐灰石の残留末によって腐食されたことであるとし、Yに対し、損害の賠償を請求した。Yは、損傷の原因は、本件山形鋼に船積時において若干の湿気が存在していたことにあり、仮に、原因が本船船倉中の凝結にあるとしても、凝結によって錆を生ずることは鋼という貨物の固有の性質であり、法4条2項9号に規定する「運送品の特殊な性質」に該当するから、本件損傷について責任を負わないと主張して争った。

〔判旨〕

「・・・本件山形鋼が本船に船積された後に発生した原因によって本件泡錆を生じたと認めるに足りる証拠はない。そして、本件泡錆の原因が、本件山形鋼を本船に積み込んだ後に発生したものと認めることができない以上、・・・すでに船積時において発錆した本件山形鋼に存在した湿気が、錆を進行させて、本件泡錆を発生させたと考えるのが合理的である・・・」

「・・・本件泡錆が船積後に発生した原因によって生じたと認めるに足りる証拠がないのであるから、本件損傷がYの運送に関する債務不履行によって生じたものと認定することはできないので、・・・Xの本訴請求は理由がない。」

ii. 免責事由
3条2項

1) 航海上の過失によって生じた損害

例　航路の選択を誤り、気象通報に気づかず、信号灯を看過するなどして、衝突、座礁させる。

cf 運送品の取扱いに関する過失（商業上の過失）
2) 火災によって生じた損害

「運送人」の故意又は過失は、運送人が法人の場合、役員レベルの者(cf. その使用人(船長など))を指す。

例　火災報知器の装備を怠っていた。

運送人が自身の故意・過失がないことの立証責任を負う(多数説)。
理由　火災免責が例外である。
b. 堪航能力に関する義務
5条1項
発航時にのみ求められている。船荷証券の記載を基準とし、途中の寄港は無関係。
運送人は無過失の立証責任を負う（2項）。

但し、本船の不堪航および、運送品の滅失・損傷・遅延したこととの因果関係についての立証責任は荷主に(争いありーそのような立証は困難な場合が多い)。
東京地判昭和57年2月10日

<事実の概要>
荒天の際、甲板上を襲った海水が通風筒から侵入したことによって、汐濡れ貨物損害が生じた。通風筒は、被覆固縛されていなく、水密性がなかった。

<判旨>
「（二）　堪航（貨）能力の有無

・・・本件通風筒は、もともと構造上水密性はもとより風密性を備えている必要はなく、それに代るものとして風雨に備えて帆布カバーが用意され、・・・ていたのであるから、・・・ダンバーの軸受けが錆で開閉が不能になっていた等整備不良の状態があったとしても、そのことから直ちに堪航能力を欠いていたということはできず、従って又この点で堪航能力についての注意義務を怠ったということにもならない。

　そして、もう一つの海水侵入の原因となった本件通風筒に帆布カバーによる被覆固縛がなされていなかった点も、・・・これを発航時までにしなかったとしても堪航能力を欠くことにならないというべきであるから、・・・本件の汐濡損は、被告が堪航能力についての注意を怠ったことによって生じたものではないということができる。

・・・　そうすると、法五条一項三号に基く原告の請求は理由がないといわねばならない。

（三）　運送品に関する注意義務の懈怠の有無

（１）　先ず、被告が抗弁として主張するように、イミアス号の遭遇した荒天が、法四条二項一号の「海上その他可航水域に特有の危険」に該当する異常な荒天といえるかどうかについて判断するに、右「海上特有の危険」とは沈没、坐礁その他通常堅固な船舶が耐え難い程の予期出来ない異常な波浪等を伴う荒天をいうものと解すべきところ、・・・イミアス号の遭遇した荒天は、かなり激しいとはいえ未だ「海上特有の危険」に該当するとまではいえないというべきである。・・・

　そうすると、被告は、本件貨物の損害防止につき注意を尽したことを立証しない限り、法三条一項の責任を免れ得ない筋合となる。

・・・乗組員は本件通風筒が水密性はもとより風密性がなく、ダンパーが開閉不能等の整備不良の状態にあるのに荒天に備え帆布カバーを被覆固縛しなかったと推認される。仮に、一歩を譲って荒天前に本件通風筒に帆布カバーを被覆固縛したと推認・・・しても、その固縛の仕方が不十分であったといわざるをえない。

　そうすると、被告は、・・・本件汐濡損について、法三条一項による運送品に関する注意義務違反を理由とする損害賠償責任を免れることはできないといわなければならない。」

c. 「使用する者」

3条　独立的企業者である港湾荷役業者(いわゆるステベ)、埠頭経営者、倉庫業者、船舶代理店およびこれらの者の使用人を含む。
5条　独立的企業者である造船業者、船舶修繕業者、およびこれらの者の使用人を含む。

運送人は、その使用する者に対して、求償を請求できる。
4. 損害賠償額の定型化

第12条の２　　cf 民法416条
趣旨　運送契約締結の時点でリスクの大きさを知ることを可能にする。
「荷揚げされるべき地及び時」は、運送契約で定められているもの
全部滅失した場合
滅失しなければ有したであろう価額相当額
一部滅失または損傷した場合(延着はない場合)
一部滅失または損傷がなければ有したであろう価額と実際の価額との差額
延着した場合(延着し、かつ、一部滅失または損傷した場合を含む)
荷揚げされるべき時において一部滅失または損傷がなければ有したであろう価額と現実の荷揚時における実際に荷揚げされた物の価額との差額
5. 責任制限
a. 一般論
13条1項  
一単位は包装されていない運送品(車、鋼材など)の個品を指す。
重量基準は、自動車や大型機械類のように重量が重く高価な運送品に対応。

1SDRを180円として、賠償額はいくらになるか。価格は、荷揚げされるべき地及び時における市場価格とする。
例1  価格20万円、重量500kgの運送品が全部滅失した場合
例2　包Xに物品aと物品bとが入っており、包Yに物品cと物品dとが入っている。物品aと物品cが滅失した。各物品の価格と総重量は、次のとおりとする。



価格(万円)
総重量(kg)

包X
物品a
10

50


物品b
250

400

包Y
物品c
500

800


物品d
300

350

13条5項　責任制限を外す途が開かれている。但し、通告額によっては追加運賃が要求される可能性がある。
b. コンテナー条項
13条3項
例　コンテナーに運送品が10包詰められている。これらの運送品が全部滅失した。運送品一包の重量は100キログラム(全部で1000キログラム)、運送品一包の価格は10万円(全部で100万円)とする。1SDRは180円とする。
船荷証券に“one container containing 10 packages of (specified merchandise)”との記載がある場合
船荷証券に"One container containing (specified merchandise)"とだけ記載され、中品10包との記載がない場合

6. 高価品の特則

第20条（商法の適用等）　　商法578条「・・・種類及ヒ価額ヲ明告シタルニ非サレハ運送人ハ損害賠償ノ責ニ任セス」
高価品

重量および容積に比して著しく高価な物品をいう：最判昭45年４月21日等

例：貨幣、有価証券、貴金属、骨董品、呉服、イラン製絨毯

明告がない限り普通品としての賠償責任も負わない。

趣旨　高価品は、損害が高額なので、事前に知らされていないと運送人の方で相当の注意を払うことができないし、運送人はその分、高い運送賃を請求できただろうから。

立法論的批判　責任制限がかかる以上、賠償責任は過度にはならない。
明告された場合、原則に戻って荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格によることとなる。責任制限については、13条5項によって外れる。
運送人に故意がある場合、明告がなくても578条の適用は認められない（通説、13条の２参照）。

7. 責任定型・責任制限の特例
13条の2
運送人は相当因果関係のある一切の損害(民法416条)を賠償しなければならない。責任制限もかからない。
立証責任は荷主側

本条の「運送人」には、運送人自身に限り、その使用人(船長など)や履行補助者は含まれない (多数説)。運送人が法人の場合、代表機関ないしそれに準ずる者(役員レベルの者)に限定して理解すべき。
8. 除斥期間

14条　短期

運送人に悪意があったときでも。

a. 合意延長

14条２項

運送契約の締結時における合意延長も有効

理由　除斥期間の延長は、荷主に有利であって運送人には不利益であるので、15条1項の特約禁止に反しない。

b. 求償請求の特例

14条３項

荷主(A)と運送契約を結んだ運送人(B)が第三者(C)と運送契約を締結してCに下請運送をさせた場合

Cは、Bに対して(下請)運送契約の違反による損害賠償責任(実質的には求償責任)を負う(Bが荷主、Cが運送人の地位に立つ)。

A・B間で、一年の除斥期間の経過直前に、BがAに損害を賠償し、またはBがAから裁判上の請求をされた場合には、BがCに求償請求をしようとしても、CのBに対する責任の除斥期間が経過してしまっている不都合が考えられる。そこで、CのBに対する責任の存続期間が、BがAに損害を賠償し、またはAから裁判上の請求をされた日から三ヶ月延長された。

しかし、14条1項の期間(1年間)内に、BがAに損害を賠償し、またはAからBに対して裁判上の請求がされなければ、たとえAとBの間で14条2項の規定による合意延長がなされていても、CのBに対する責任は、原則どおり、運送品がCからBに引き渡された日(全部滅失の場合には、引き渡されるべき日)から一年間で消滅する。

趣旨　求償を受ける下請運送人は、一般に除斥期間の合意延長の有無が分からないであろうし、また合意延長の回数・期間には制限がないことも考えると、下請運送人の地位がきわめて不安定となる。

例　CからB、BからAに同時に運送品が引き渡された。AとBの間で5ヶ月、BとCの間で1ヶ月の合意延長がなされた。
(i) 運送品が引き渡された日から12ヶ月目に、AからBに対して裁判上の請求がされた。
(ii) 運送品が引き渡された日から1年4ヶ月目に、AからBに対して裁判上の請求がされた。

9. 荷主に不利な特約の禁止(片面的強行規定)
15条　 注意義務、責任定型、責任制限、除斥期間などについて
海上運送人の責任の最低限度が国際海上物品運送法によって確立されたことになる。
運送品の船積前または荷揚後の事実により生じた損害（15条3項）、傭船契約の当事者間（16条）には適用されない。

10. 荷受人の通知義務

12条

仮に荷受人が通知を怠っても、当該損害は引渡を受ける前に生じていたものであることを証明すれば、損害賠償を請求することができる。

cf. 商766条・588条　運送人の免責

この立証責任は、実は、適法な通知をした場合も同じである。

11. 運送人およびその使用する者の不法行為責任

a. 運送人の不法行為責任

商法690条(20条1項により準用)  民法715条の特則(選任・監督について無過失でも免責されない)
請求権競合への対応
20条の2第1項　　航海上の過失・火災免責(3条2項)、損害賠償額の定型化(12条の2)、責任制限(13条)、責任定型・責任制限の特例(13条の2)、除斥期間(14条)などを準用
趣旨　契約責任に関する規定の適用がないと、契約が実現しようとした運送人と荷主の利害調整が無意味になってしまう。
b. 運送人の使用人の不法行為責任
20条の２第２項
運送人の使用人に対して不法行為による損害賠償請求をすることによって契約上の責任制限を越える賠償を得るのに成功したヒマラヤ号事件
ヒマラヤ条項　第三者のための契約
ヒマラヤ条項を法定化
「使用する者」　例　船長、船員
cf. 独立の企業者　例　下請(実行)運送人、港湾運送事業者
3条・5条の「使用する者」とは意味が異なる。
12. 運送人とその使用人が賠償すべき合計額

法定の限度額を限度とする。

13条４項
20条の２第４項
2008年司法試験問題

〔第２問〕

日本のＸ会社は，乙国のＡ会社から所定の大きさの箱に詰めた冷凍エビを輸入することとし，Ａとの間で，「Ｘが船舶の手配をし，運送賃を支払う。Ａが冷凍エビを詰めた約定の数量の箱を乙国の港で運送人に引き渡すことによって商品の引渡しとする。売買代金はＸが日本の銀行に開設する信用状による決済とする。」旨の約定で契約した。その後，Ｘは，海上運送業者Ｙ会社に乙国の港から日本の港までの海上運送を依頼し，Ａは，Ｙが提供した冷凍貨物用のコンテナー１個に自ら冷凍エビを詰めた約定の数の箱を積み込んで施錠し，運送中の温度管理についてＹに指示をして，当該コンテナーを乙国の港にあるＹのコンテナー・ヤードで引き渡した。

Ｙがコンテナーの船積後にＡに交付した船荷証券上の運送品の種類，運送品の容積，重量，包・個品の数，運送品の記号を記載する欄には，当該コンテナーを特定する記号及び番号の記載と，その内容は冷凍エビを詰めた一定数の箱であるとの記載がある。

日本の港での陸揚後，Ｘが，船荷証券を呈示してＹからコンテナーの引渡しを受け，直ちにその中を検査したところ，コンテナー内の温度が適当でなかったため，冷凍エビの鮮度が落ちており，Ｘは当該冷凍エビを市価の３割程度で売却せざるを得なかった。そこで，Ｘは，コンテナーの受取から引渡しまでの間のＹの措置が適切でなかったとして，Ｙに対する損害賠償請求の訴えを日本の裁判所に提起した。

この事例について，以下の設問に答えなさい。なお，設問の各問いは，いずれも独立したものである。また，この事例及び設問における日本の会社，乙国の会社，丙国の会社とは，それぞれ，日本，乙国，丙国で設立され，設立された国に主たる営業所を有する会社をいうものとする。

〔設問〕

１. ・・・

２. Ｙが日本の会社であり，ＹがＡに交付した船荷証券には「本件運送契約から生ずる運送人の責任についての争いは，日本のＮ市の裁判所において，日本法によって解決する。」との条項が記載されているものとする。

⑴ ＸがＹに対して冷凍エビの商品価値の下落についての損害賠償責任を追及することができるのは，どのような場合か。
⑵ ＸがＹに対して損害賠償責任を追及することができるとした場合，冷凍エビに関する損害賠償の金額は，どのようにして算定されるか。

2005年度期末試験　第三問 

コンテナー１台に、工場備品が2包(包Xと包Y)詰められ、海上運送に出された。包Xに備品aと備品bとが入っており、包Yに備品cと備品dとが入っていたが、運送中に備品aと備品cが滅失した。各備品の総重量と、荷揚げされるべき地及び時における市場価格は次のとおりであった。



価格(万円)
総重量(kg)

包X
備品a
10

50


備品b
250

400

包Y
備品c
500

800


備品d
300

350

以上の状況下で、国際海上物品運送法の下で、次の(1)(2)のそれぞれの場合につき、賠償額はいくらになるか。責任限度額の計算にあたっては、１計算単位を180円とせよ。結論だけでなく、思考の過程も記述すること。(30点)

(1) 船荷証券に"one container containing equipments 「備品をつめたコンテナー１台」"とだけ記載され、中品２包との記載がない場合

(2) 船荷証券に“one container containing 2 packages of equipments 「２包の備品をつめたコンテナー１台」”との記載がある場合

2007年度期末試験

日本法人Sは香港法人Bに対して、ある種の鋼材100本を「インコタームズ2000 CIF香港」条件で売る契約を結んだ。この契約では、代金の支払は信用状によること、Sは船荷証券の正本一通をBに直送することなどが約された。BはG銀行と信用状開設契約を結び、それに従ってG銀行は、船荷証券全通(full set)などの呈示を条件とする信用状を「信用状統一規則」(UCP600)に準拠して発行し、Sに通知した。

Sは神戸港から香港までの本件鋼材の運送につきCと運送契約を結び、99本の鋼材を3台のコンテナに詰め込んで船積みした。船積時に、Cは、コンテナの開口部にあった鋼材のうち1本に錆が生じているのに気づき、船荷証券の発行にあたって、故障摘要を付記しようとしたが、無故障船荷証券(clean BL)の発行により被ることのあるCの責任に対してSが補償することを約した補償状の差入れをSから受けたので、故障摘要を付さず、「外観上良好な状態で船積みされた(shipped in apparent good order and condition)」という印刷された文言も修正しなかった。そして、「運送品の明細」欄には、Sから書面により通告を受けたとおり、「鋼材100本を詰め込んだコンテナ3台」と記載したが、鋼材は既にコンテナに詰め込まれていたために、正確な数量の確認はできず、「重量および数量不明(weight and quantity unknown)」と付記した。また、裏面には「Cは、本船の堪航能力の担保について、使用する者が注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失、損傷の責任を負わない」との記載を付した。Cは、こうして作成した船荷証券の正本3通を発行し、Sに交付した。

Sはこのうちの1通をBに直送し、それと引換えに、信用状呈示書類としての船荷証券は、正本2通で足りるという応諾書をBから受け取った。Sは、応諾書を残りの船荷証券2通に添付して、G銀行に呈示したが、Gは、船荷証券全通の呈示がないことなどを理由として、信用状金額の支払いを拒絶した。

コンテナの船積後、本船は神戸港を出航して香港に向かったが、3台のコンテナのうち1台(コンテナα)が保管された船倉は、造船業者の設計上の過誤で、湿度が発航時から著しく高くなる構造となっており、それが原因となって、α内に詰め込まれた鋼材には、甚だしい錆が発生した。別の1台(コンテナβ)は、別の船倉に積みつけられ、化学薬品を詰め込んだコンテナに横付けされていたところ、運送中に、船員の過失によって同船倉内で火災が起こり、その熱が原因で蒸発した化学薬品と反応して、β内に詰め込まれた鋼材も甚だしい錆を発生させた。残りの1台(コンテナγ)は、αともβとも異なる船倉に保管され、香港まで事故なく運送された。

香港において、BはSから直送された船荷証券1通をCに呈示し、本件鋼材の引渡しをうけた。Bは、受取の日から5日目に、荷揚数が99本であること、コンテナαとβに詰め込まれていた鋼材に甚だしい錆があること、コンテナγに詰め込まれていた鋼材にも錆があることを確認し、ただちにCに通知するとともに、鋼材の1本の滅失および99本の損傷について、Cに対して損害賠償請求した。Cは、滅失・損傷に関してBに対して負う責任について、Sに対して補償請求した。

以上の事実関係のもとで、すべての法律関係について、国際海上物品運送法などの日本法が適用されるとして、以下の各問いに答えよ。(加点事由20点)

(1) BのCに対する損害賠償請求において、受取の日から5日間、滅失・損傷の通知をしなかったことは、どのような意味をもつか。(5点)
(2) 本件船荷証券は、運送中の滅失・損傷についてのBのCに対する損害賠償請求において、証拠となるか。(15点)
(3) コンテナαに詰め込まれていた鋼材について、BのCに対する損害賠償請求は認められるか。(15点)
(4) コンテナβに詰め込まれていた鋼材について、BのCに対する損害賠償請求は認められるか。(5点)
(5) コンテナγに詰め込まれていた鋼材の荷揚時の錆は、鋼材の特殊な性質による損傷であるとCは主張している。BのCに対する損害賠償請求において、BとCは、それぞれ何についての証明責任を負うか。(5点)
(6) CのSに対する補償請求は認められるか。(10点)
(7) 船荷証券の正本一式の呈示がないことは、Gが信用状金額の支払を適法に拒否する理由となるか。(5点)
2009年度期末試験問題

化学肥料の製造を業とするBは、肥料Yを製造するためであることを商社Sに伝えて、材料「X(一級)」を一定量Sから買受ける契約を「インコタームズ2000 CIF神戸」条件でSとの間で締結した。Sは、Bを荷受人、神戸港を到達地とする運送契約を海運会社Cと締結した。Cは自己の所有船を本件運送に提供したが、Sは、X(一級)の調達に失敗したため、代わりにX(二級)を船積した。X(二級)はX(一級)に機能的に代替するが、X(一級)と比べて、不純物が多いため、市場価格は安い。船積時に、SはCに対して、運送品の種類をX(一級)であると通告したが、Cは、通告が正確であることを確認する専門的知識・能力を有していなかったため、運送品の種類を「『X(一級)』であると荷送人に言われている(“said by the shipper to contain”)」として記載する船荷証券を発行した。Sはこの船荷証券と引換えにBから売買代金の支払を受けた。船積されたX(二級)は、保管されていた船倉で運送中に火災が生じたため、その半分が焼失したが、残りの半分は火災の影響を受けずに神戸港に荷揚げされた。荷揚げ後速やかに、Bは、荷揚げされたX(二級)を検査し、それがX(一級)でないことが判明すると、X(一級)は運送中にX(二級)に変異する性質のものではないことを専門家に確認し、Sに品違いを通知した。Bは荷揚げされたX(二級)を使用して、所期の目的どおり肥料Yを製造したが、X(一級)を使用した場合と比べて不純物の精製に多めの費用がかかり、さらに、焼失したX(二級)の量に相当する量のX(一級)を他から調達する費用もかかった。日本法、なかでも、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)および国際海上物品運送法が適用されるとして、以下の独立した各問いに答えなさい。

(1) (略)

(2) (略)
(3) Bは、不純物の精製にかかった余分の費用について、船荷証券の記載に依拠して、Cに対して損害賠償を請求できるか。

(4) Bは、焼失したX(二級)の量に相当する量のX(一級)の日本における市場価格について、Cに対して運送契約違反に基づく損害賠償を請求した。火災が、(i) 船員が船倉内で吸った煙草の消し忘れによって発生した場合と、(ii) Cから造船を請負った業者の設計ミスにより、船倉がXを受入れると通風が悪くなりエンジンの熱がこもる構造になっていたために発生した場合とに分けて、Cの損害賠償責任の有無および程度を論ぜよ。なお、立証責任の分配は論じる必要がない。
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